
 令和４年度 ４月  

申込みのご案内 

 

多可町勤労者住宅資金融資 
 
この融資制度は、勤労者の皆さんが多可町内に自己の居住のために住宅づくりをしようとすると

きのお手伝いとして、多可町が資金の一部を預託し、取扱金融機関から融資を受けられるようにし

ている制度です。 

 

 融資を受けることができる方  
 

次の条件のすべてに該当する方です。 

 

（１） 同一事業所に１年以上勤務している勤労者。（事業主及び家族従業者は除く。） 

（２） 多可町内に自ら居住するための住宅を建築（増改築を含む）又は購入しようとする方。 

（３） 取扱金融機関において審査し、適当と認められる方。 

（４） 申込時年齢が満１８歳以上、満６６歳未満の方。（ただし、最終完済時の年齢が満７６歳未満の

方。） 

（５） 納期限の到来している町税、国民健康保険税及び上下水道使用料など町の各種公共料金を

完納している方。 

（６） 取扱金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方。 

 

 融資の条件  
 

（１）  融資限度額   ･･･････････････････････････････   ２，０００万円 

 

（２）  融資期間   ･･･････････････････････････････    ４０年以内 

 

（３）  融資利率   固定金利型  年１．９０％ 

                 （ただし、資金交付時の金利が適用されます。） 

 

（４）  償還方法   元利均等月賦償還方式（半年賦償還併用方式可） 

 

（５） 担保     融資の対象となる土地・建物に原則として第一順位の抵当権を設定いたしま

す。 

 

（６） 融資時期   取扱金融機関で決定しますが、原則として担保物件に抵当権設定した後にな

ります。 

（新築又は増改築の場合、工事の進行に従いつなぎローンの利用が可能です。） 

 

 

 

 申込み取扱期間  
 

令和４年４月１日から常時取り扱います。ただし、融資目標に達した場合は締め切ります。 

 

 

 取扱金融機関  
 

近畿労働金庫北播支店 
〒６７７－００５４ 西脇市野村町 １７９６－５２８   

TEL ０７９５－２３－５５５１ 

 

当勤労者住宅資金融資と併せた住宅融資のお取扱いは、近畿労働金庫北播支店にお

申し込みください。 

 

 お問い合わせは  
 

多可町商工観光課 
〒６７９－１１９２ 多可郡多可町中区中村町 １２３   

TEL ０７９５－３２－４７７９（課直通） 

 



 借入申込に必要な書類  
 

A・住宅購入（新） 土地付   B・住宅購入（古） 土地付   C・新築（自己所有地）       

D・新築（借地）          E・増改築 

 

借入申込に必要な書類 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ   

(1)住宅資金借入申込書 ○ ○ ○ ○ ○   

(2)住民票（本人分） ○ ○ ○ ○ ○   

(3)町県民税所得課税証明書（本人） ○ ○ ○ ○ ○   

(4)町県民税納税証明書（本人） ○ ○ ○ ○ ○   

(5)建物平面図・見取図・配置図 ○ ○ ○ ○ ○   

(6)建築確認通知書（写） ○  ○ ○ ○   

(7)売買契約書（写） ○ ○      

(8)重要事項説明書（写） ○ ○      

(9)見積書（＊1）又は工事請負契約書（写） ○  ○ ○ ○   

(10)土地登記簿謄本（全部事項証明書） ○ ○ ○ ○ ○   

(11)建物登記簿謄本（全部事項証明書）  ○   ○   

(12)土地の測量図・公図 ○ ○ ○ ○ ○   

(13)固定資産評価証明書 ○ ○ ○ ○ ○   

(14)健康保険証（写）（本人のみ） ○ ○ ○ ○ ○   

(15)自己資金を確認できる資料（預金通帳等のｺﾋﾟｰなど） ○ ○ ○ ○ ○   

(16)個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意書 ○ ○ ○ ○ ○   

＊１ 見積書の場合、後日、工事請負契約書（写）が必要です。 

  ○ 借地の場合は地主の承諾書、農地の場合は農地転用許可書（写）、その他金融機関が審査上必要とする書類が必要

です。 

  ○ お申し込み内容によって必要な書類が変わる場合があります。 

  ○ （写）については、原本の提示をお願いします。 

 

 

 

 

 手続きのあらまし  
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 商工観光課へ借入相談 

② 申込書を商工観光課へ 

③ 町で審査の上、労働金庫へ斡旋 

④ 労働金庫で審査の上、融資の可否決定 

⑤ 労働金庫から本人へ融資決定通知 

⑥ 本人が労働金庫から二次書類（資金交付関係）受領 

⑦ 建物完成（保存登記）又は売買完了（所有権移転登記）後、 

権利証（土地・建物とも）と二次書類を労働金庫へ提出 

⑧ 資金交付 


